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来年度から、未就学児の国民健康保険税の被保険者均等割額が半
額に軽減されます。

条 例 の 改 正

○美里町職員の給与に関する条例及び美里町
　会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費
　用弁償に関する条例の一部改正
　　令和３年８月の人事院勧告に準じ、職員及び
　会計年度任用職員の期末手当の改定を行うもの
　です。

○美里町議会議員の議員報酬及び費用弁償等
　に関する条例等の一部改正
　　職員の期末手当及び勤勉手当に準じ、議会議
　員及び町長、副町長並びに教育長の期末手当の
　改定を行うものです。

○美里町国民健康保険税条例の一部改正
　　全世代対応型の社会保障制度を構築するため
　の健康保険法等の一部を改正する法律が公布さ
　れたことに伴い、未就学児の国民健康保険税の
　被保険者均等割額を半額に軽減する改正等を行
　うものです。

○美里町国民健康保険条例の一部改正
　　健康保険法施行令等の一部を改正する政令が
　公布されたことを踏まえ、出産育児一時金の加
　算金が引き下げられるが、総支給
　額を維持するために加算金を除く
　出産育児一時金を引き上げる改正
　を行うものです。

○美里町特定教育・保育施設及び特定地域型
　保育事業の運営に関する基準を定める条例
　の一部改正
　　特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業
　並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に
　関する基準及び子ども・子育て支援法施行規則
　の一部を改正する内閣府令が施行されたことを
　踏まえ、書面で作成・保存等を行うこととされ
　ているものについて、電磁的記録に代えること
　ができるとする改正等を行うものです。

決 議

　８回にも及ぶ辞職勧告決議につき事件内容は省かせて頂きます。事件後、内田三郎議員は警察拘留中
に罪を認めた上で罰金等を支払いし釈放されたと聞いています。内田三郎議員の言うように騙され、無
罪であるとするならば、釈放後すぐに不服申し立てをするはずです。また、内田三郎議員の名前の入っ
た「住民の皆様へ」と題された「事件内容」のビラには、「詐欺師の警察官にひどい目にあった、内田
三郎は悪いことはしていません。悪い人達に巡りあったのです。」と書かれ、私は明らかな冤罪である
と言わんばかりの内容です。拘留中に罪を認め、罰金まで支払いして、現在、民事の裁判を検討中の様
な発言は、残された任期を被害者を装い留まろうとしているだけに映ります。
　今回の行為は、町民を裏切る行為であって議員一個人の問題に留まらず、美里町議会に対する信頼を
著しく失墜させた事件です。
　よって、美里町議会は、議会への町民の信頼を回復するため内田三郎議員の自らの意志と責任により
直ちに議員を辞職することを改めて強く求めるものです。

内田三郎議員に対する議員辞職勧告決議

陳 情

件　名　　猪俣区内　諸倉池の池底堆積物の撤去に関する
　　　　　陳情　採択
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